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タイトル 水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を引き続き減額します 

内容 

２月・３月検針請求分について、水道料金・下水道使用料の基本料金相当額の減

額を行いましたが凍結防止や物価上昇による影響が続いているため４月・５月検針

請求分についても基本料金相当額を減額します。 

【対象】5 月 1 日以降において水道または下水道を使用している全世帯 

    および事業者。 

【対象期間】 

・偶数月検針地域 4 月検針請求分（2 月・3 月分使用分） 

・奇数月検針地域 5 月検針請求分 （3 月・4 月分使用分） 

 

●減免額(基本料金相当額) 

メーター口径 水道料金減免額 下水道使用料減免額 

１３ｍｍ  

 

水量 

２０㎥ 

まで 

１，５６０円  

 

汚水量 

２０㎥ 

まで 

 

 

１，８１５円 

（上限） 

 

２０ｍｍ ２，３５０円 

２５ｍｍ ２，９４５円 

３０ｍｍ ４，７９５円 

４０ｍｍ ５，９４０円 

５０ｍｍ １３，７５０円 

７５ｍｍ ２５，６０５円 

１００ｍｍ ４４，１３０円 

 

【注意事項】 

 ・減免に関する手続きは不要です。 

・水道、下水道使用料の超過料金（２０㎥）を超える分は対象外です。 

 

問合せ 上下水道管理課 担当者名 井出 連絡先 内線 610 

備考     

 


